
 

 

 

江田島市教育委員会 

就学援助費のうち「新入学児童生徒学用品費」について、小学校新１年生・中学校新１年生に対して、

入学前に支給することができます。 

１.支給額・支給日 

（１） 支給額（お一人につき） 

・小学校入学予定 ・・・５7，０６０円 

・中学校入学予定 ・・・６３，０００円 

 

（２） 支給日（予定）・・・令和７年２月 28日（金） 

 

2.申請方法 

（１） 対象者：次の①～③の要件の全てに該当する方 

① 就学援助の認定要件に該当する方(事前に審査を行います。) 

② 令和７年４月に江田島市立小・中学校に進学するお子様の保護者 

③ 申請時と入学時（４月）に江田島市内に住所を有する方 

※ 生活保護を受けている方は、生活保護費により入学準備金が支給されるため、対象外。 

（２） 申請に必要な書類 

① 就学援助費受給申請書 

② 家族状況調書 

③ ②の申請理由に係る証明書類 

④ 新入学児童生徒学用品費入学前支給申請書・・・市内小学校・江田島市 HPで入手可 

 

（３） 申請書提出窓口・申請期間 

 提出先 申請期間 

小学校新１年生 入学予定の小学校 令和７年１月７日(火)～ 

令和７年２月７日(金) 中学校新１年生 現在(令和６年度)就学している小学校 

    ※申請期間を過ぎてから申請をし、認定となった場合は、入学前の支給が難しい場合があります。 

※令和７年４月８日（火）以降に申請した場合、支給が５月以降になる場合があります。 

※給食費の振替をする口座に就学援助費の振込を行いますので、申請をする際には金融機関にて

口座振替に係る手続きが必要です。 

 

 3.申請から支給まで 

    

申請手続き 
申請書類を学校へ提出。 

（申請用紙、家族状況調書、証

明書類、入学前支給申請用紙） 

審査・認定 
提出書類をもとに審査し、教育

委員会から結果を通知。 

入学前支給 
対象者の方には令和７年２月末

の振り込みを予定。 

学用品費支給 
入学前支給を受けなかった方は

学用品費と合わせて４月に支

給。 

別紙「令和７年度就学援助事業のお知らせ」を 

ご確認ください。 
 

令和７年４月に小学校・中学校新１年生となる児童生徒の保護者の皆様へ 

就学
し ゅ う が く

援助費
え ん じ ょ ひ

(新入学
し ん に ゅ う が く

児童
じ ど う

生徒
せ い と

学用品費
が く よ う ひ ん ひ

)入学前
に ゅ う が く ま え

支給
し き ゅ う

のお知らせ 

申請期間：令和７年１月７日（火） ～ 令和７年２月７日（金） 
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Ｑ１ 新入学学用品費（入学前支給）の認定を受けた場合、令和７年度の就学援助

費（学用品費、給食費等）も支給してもらえますか？ 

Ａ１ 新入学学用品費の入学前支給の手続きには令和７年度の就学援助費の受給申

請に必要な申請書類も含まれていますので、認定を受けた場合には新入学学

用品費以外の就学援助費も支給されます。 

Ｑ２ 入学前支給を希望しないのですが、令和７年４月以降に就学援助の申請をし

ても、新入学学用品費は支給してもらえますか？ 

Ａ２ 令和７年４月に認定を受けている場合は支給されます。ただし、５月以降の

認定の場合、新入学学用品費は支給されませんので、新入学学用品費の支給

を希望する場合は４月に就学援助の申請を行って下さい。 

Ｑ３ 入学前に市外へ引っ越す予定です。この場合申請は可能ですか？ 

 
Ａ３ 入学前支給は江田島市に住所があり、令和７年４月に江田島市立小・中学校

に入学するお子様の保護者が対象となります。入学前（令和７年４月１日ま

で）に転出予定のある方は対象外となるため、認定することが出来ません。

入学前支給を希望される場合は、転出先の市区町村教育委員会へお問い合わ

せください。 

【！注意していただきたいこと！】 

●新入学児童生徒学用品費入学前支給後、要件を満たさないことが判明した場合 

→支給を受けた新入学児童生徒学用品費を全額返還していただきます。 

●令和７年４月１日までに他市区町村へ転居する予定がある場合 

→入学前支給の申請はご遠慮ください。 

●他市区町で新入学児童生徒学用品費の入学前支給を受けている場合 

→江田島市での支給はできません。 

 

【お問い合わせ先】 江田島市教育委員会 学校教育課 TEL（０８２３）４３－１９００ 


